
令和４年度社会福祉法人桑折町社会福祉協議会事業計画 

－共に支え合う地域づくりを目指して－ 
 

Ⅰ．事業運営の基本方針 

 １) 法改正による社会貢献と地域課題 

 平成２９年４月の社会福祉法の改正に伴い、桑折町社会福祉協議会の定款が改正され、

新定款に基づいて事業実施等を進めており、その中で社会福祉法人の役割として積極的に

地域社会に、貢献していかなければならないとされております。 

 現在、地域社会においては、少子高齢化の進行や人口減少、また核家族や都市化に伴い、

家族・地域のつながりの希薄化や、地域の支え合いの脆弱化を背景とする福祉課題への対

応が、急務となっております。本町においても、子育て支援や若者定住対策、さらには令

和４年１月１日現在、高齢化率３７.５％の実情に鑑み、認知症や高齢者世帯への対策が重

要課題となっております。また、新型コロナウイルス感染症の拡大による社協事業及び、

介護保険事業が制限される中、国・県・町の方針を踏まえ感染予防対策を実施し、今後の

事業展開を考えていかなければなりません。 

２) 更なる福祉活動の展開 

東日本大震災から１１年が経過した中において、駅前仮設住宅は取り壊され駅前災害公

営住宅、復興住宅へ浪江町の被災者が５６世帯１２５人、南相馬市の被災者１世帯４人、

富岡町の被災者１世帯３人と、桑折町民１３世帯３９人（うち子育て世帯定住促進住宅５

世帯２０人）が居住しています。居住者は高齢者世帯も多く、介護保険等の支援を必要と

なる方もいるため、浪江町の被災者については、浪江町及び浪江町社協と連携を取り支援

していきます。 

昨年２月１３日午後１１時８分に、福島県沖を震源とする震度６弱の地震が発生し、１

１年前の東日本大震災を思い起こさせる大きな地震でした。やすらぎ園においても、玄関

の大きなガラスが割れ、集団検診室の天井の一部が破損し停電・断水もあったことから、

福祉避難所は、予備電源のある役場新庁舎ロビーにて対応しましたが、深夜のこともあり

福祉避難所としての利用はありませんでした。社会福祉協議会としては、当日と日曜日に

出勤し、介護保険利用者の安否確認と民生委員を通して、７０歳以上一人暮らしの方の安

否確認を行い、全壊の被害にあわれた方に対して見舞金を贈呈しました。 

災害ボランティアの利用としては、部屋の片付け、ゴミの運搬等の依頼が数件あり、活

動者は町内に限り募集し、女性１名、男性６名の応募がありました。また、２月２５日に

は、全国的に活動している災害ボランティア「愛知人」の４名の方に、屋根の応急対応ブ

ルーシート張り等をお願いしました。 

福祉避難所及び災害ボランティアセンター設置については、町の要請のもと、協力及び

運営しておりましたが、昨年１２月３日に、町と「福祉避難所における人的支援に関する

協定」及び「災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定」の締結を行いまし

たので、平時より両者が協力し災害があったときは、いち早く町民のみなさまを災害から

守るため、これまで以上に町と迅速に連携してまいります。 

昨年に引き続き、新型コロナウイルスが世界中で蔓延している中、町内でも発症者が、

令和４年２月末日現在７６名確認されている状況です。当会では通所介護事業所を３か所

運営しています。１人が感染するとクラスターの発生が危惧されることと、高齢者が感染



すると重症化しやすいとされていますので、高齢者と接する機会が多い職場環境にあるこ

とから、感染症予防対応に万全を期していきます。 

新型コロナウイルス感染拡大によって休業、失業などにより収入が減少した方に対し、

当座の生活費としての緊急小口資金の特例貸付（２８件、５,５００,０００円）や、生活

再建までの生活費として、総合支援資金の特例貸付（４１件、２８,２５０,０００円）の

申請書の受付の窓口対応をしてきたところであります。延長されておりますので、今後も

対応して行くことになります。 

次に、高齢者世帯や日中一人暮らしの方が増加する中で、助け合いのための居場所づく

りが大切であり、介護予防、認知症予防、健康づくりのため、地域でのサロン活動が有効

とされています。 

しかし、コロナ禍により、サロンの開催が制限される中においても、指導者の高齢化に

伴う若手指導者を、育成することが必要であります。 

そのため、サロン活動の中で、地域の支え合い事業が実施できるよう町と連携し、令和

４年度から、町助成金３万円を上乗せ支給して支援していきます。 

更には、介護保険による生活援助利用の制限や一人暮らしの高齢者が増加しているため、

地域支え合い事業（ゴミ出し、清掃、買物、調理、洗濯等）への対応が求められておりま

すので、社協としては、町からの助成・支援を受け、連携を図り有償助け合いサービス事

業（有償ボランティア）の確立をより一層図っていく必要があります。 

全国的に増加している「子ども食堂」については、令和元年７月より、町内社会福祉法

人５社のご協力のもと実施しておりましたが、令和２年３月より、新型コロナウイルス感

染症予防対策のため休止しておりました。しかしながら、事業再開の要望が多いことを踏

まえ、子どもの孤食をなくし、地域の子ども及び高齢者が世代交流を通じて、安心安全な

地域づくりをコロナ禍でも可能な限り再開することになり、昨年１２月１６日から原則「弁

当形」により月１回開催することにしました。 

しかし、福島県が１月２８日に「福島県非常事態宣言」を発令し、２月２０日までの間、

県内全域に「まん延防止等重点措置」を適用しましたため、桑折町も、当面の間、公共施

設の一時休止など、感染対策を強化することにしましたので、子ども食堂も一時休止する

ことになりました。今後も関係団体の協力を得ながら再開してまいります。 

本年度の事業運営については、これらの課題に的確に対応するために、これまで取り組

んできた地域の福祉力を高める事業の充実と体制の整備を図り、町民による地域福祉活動

や生活支援の強化に努める必要があります。 

３）サービス事業の展開に向けて 

本会が実施する介護サービス事業については、ここ近年、事業所等新規開設の増加に伴

う利用者数の減少や、新型コロナウイルス感染拡大により、利用控え等で経営が厳しくな

ってきております。 

やすらぎデイサテライト「もんも」にて実施してきたリハビリ特化型・半日デイサービ

スは、昨年４月１日から保健福祉センター「やすらぎ園」健康福祉課事務所跡にリニュー

アルオープンし、やすらぎ園デイサービスの一環として「やすらぎデイもんも」の愛称を

使用していきます。介護予防とパワーリハビリをセットにした新しい町民ニーズに対応し

たサービスを提供しており、利用者に大変好評をいただき、待機者が出ている状況で、今

後益々高齢化が進むことから、介護予防と利用者の便宜を図る必要があり、月曜日から土

曜日までの６日間、サービスを提供しております。 



以上の状況を踏まえ、令和４年度事業運営に当たっては、 

一 支えあい社会構築のため、社協の果たすべき役割の、住民に寄り添った地域福祉事

業をさらに推進します。 

二 住民ニーズにこたえる効果的かつ効率的な介護事業及び町が進める介護予防・日常

生活支援総合事業の推進に協力し、有償助け合いセンター（有償ボランティアセンタ

ー）の充実を図ります。 

三 経営基盤の安定のため、更なる財源の確保に努めるとともに、人材育成体系の整備

を進め、職場環境の改善をして人材確保を図っていきます。 

四 新型コロナウイルス感染拡大予防に万全を期して、介護事業運営の更なる充実を図

ります。 

を基本方針とし、世代を越えた支え合いなど、地域全体が連帯する活力ある共生社会

の構築に努め、社協の使命である「誰でもが安心して暮らすことができる福祉のまちづ

くり」を推進します。 

 

Ⅱ．事業実施目標 

１．理事会･評議員会の開催 

平成２９年４月の社会福祉法の改正による定款の改正に伴い、理事７人、監事２人、評

議員１０人の体制で定期的に開催し、町民のニーズに即した地域福祉事業を展開するとと

もに、介護保険事業・介護予防事業の健全な運営に、役職員一体となって取り組みます。

なお、昨年６月に理事・評議員の改選を行い、新たに会長・副会長を選出して、新体制に

より業務執行に努めます。 

２．組織運営の整備 

 ① 組織運営の検討 

   地域の福祉ニーズに応えられるよう組織及び事業内容の検証や見直しを行い、効果的で

効率的な事業の推進に努めるとともに、組織運営体制の整備に努めます。 

 ② 人材養成体系の整備 

   介護サービス事業の質の向上を図るため、職場環境の整備や職員研修の充実と職員の資

質向上を図り、利用者から安心し、信頼される事業の運営に努めます。 

３．地域福祉事業の実施 

 ① 地域福祉事業の推進 

  １）地域福祉の推進のため、民生委員等関係機関団体との調整を図り、福祉活動の支援を

行います。 

２）寝たきり高齢者等の介護者に対する支援を行います 

ア）家族介護者交流事業の実施（地域包括支援センター） 

イ）激励・支援事業の実施 

３) 福祉団体等の活動促進のため福祉バスを運行します。 

② ボランティア活動の推進 

１) 住民参加の事業を展開できるように、行政と協力し合い、ボランティアの発掘・育成

を図ります。 

  ２) 個人及び団体の登録ボランティア相互の連携と連絡調整を図り、ボランティア活動の



活性化を図ります。 

  ３) 生活支援・介護予防サービスへのボランティアの育成を図ります。 

  ４) ボランティアセンター広報誌「陽だまり」を毎月発行し、ボランティアの募集、ニー

ズの発掘及びボランティアについての啓発を図ります。 

  ５) 町内小中学校と連携し「サマーショートボランティアスクール」を通じて福祉教育、

ボランティア体験を支援します。また、「桑折町地域学校協働本部」と連携し、学校にて

福祉の出前教育を実施して行きます。 

  ６) 住民同士の支え合い事業が求められておりますので、令和２年度に設置した「有償助

け合いセンター」にて活動者の募集・登録と利用者を募集したなかで、利用者との間を

取り持つコーディネートを図っていきます。 

  ７) ボランティア活動中の事故に備え、ボランティア活動保険への加入を促進します。 

③ 高齢者福祉事業の推進 

  １）老人クラブ活動の育成支援を行います。 

２）ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯及び寝たきり高齢者に、共同募金の配分金等を活用

し、援助、支援を行います。 

  ア）ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象にした事業 

ａ）シニアいきいきの集いを実施 

ｂ）一人暮らし高齢者及び高齢者世帯支援事業を実施 

ｃ）除雪することが困難な世帯に対しての除雪事業の実施 

   イ）寝たきり高齢者を対象にした事業 

ａ）日常生活用品引換券給付事業を実施 

３）デイサービスが必要とされる方に対し、地域包括支援センターにおいて、チェックリ

ストを実施した方のうち、事業対象者または要支援認定を受けた方には、大かや園で地

域密着型の通所介護サービスを提供していきます。 

 ④ 障がい(児)者福祉事業の推進 

１）ふれあいデイサービス事業を実施して、レクリエーション活動を通して参加者同士の

交流を図ります。 

２）障がい者の団体に対し、活動の推進のための経費の助成を行います。 

 ⑤ 幼児・児童福祉事業の推進 

１）準要保護世帯への支援事業を実施します。 

２）保育を要する児童のための活動を支援します。 

３）乳幼児を持つ母親の相互連携や情報交換のための活動を支援します。 

４）児童遊び場を管理点検し、町民の要望に応じて老朽化や活用のない遊び場は撤去の方

向で進めます。 

５）「子ども食堂」については、昨年１２月１６日から原則「弁当型」により月１回再開し、

関係団体の協力を得ながら実施してまいります。 

 ⑥ 低所得世帯の援護 

１）生活援助資金及び生活福祉資金の周知及び適正な運用を図ります。 

２）生活困窮者に対し義援金を配分します。 

３）生活困窮者自立支援制度について、町及び民生委員と協力し対応していきます。 

 ⑦ 福祉活動等の支援 

１）町内で活動する福祉団体等の活動を支援します。 



２）ふれあいいきいきサロンの育成と活動を支援し、活動費の一部を助成します。 

ア）サロンの新規開設を促進するための指導援助、コーディネートを推進します。 

イ）サロンの後継者育成と介護予防、健康志向の事業にも取り組みます。 

ウ）ふれあいいきいきサロンにおける講師派遣及び「うぶかの郷」を利用した事業を助

成します。 

エ）子育てサロンに対し、活動の推進のため配分金を交付します。 

オ）ふれあい館の維持管理・利活用と運営を支援します。 

⑧ 社会福祉事業の周知 

１）広報紙「社協だより」を年４回発行し、社協事業の町民への周知と紙面の充実を図り

ます。 

２）ホームページと新たに Facebookを活用し、随時更新して情報公開に努めます。 

３）地域福祉向上のための、啓発事業としての講演会等を実施します。 

４）社協事業の公開のため、決算計算関係書類及び財産目録等を閲覧できるよう事務所に

備えおきます。 

 ⑨ 福祉総合相談所の開設 

    福祉全般にかかる相談及び苦情を処理するため、福祉総合相談所を開設します。 

１）相談事務の常設 広く福祉に関する相談及び苦情を受け付け、必要に応じ関係機関、

弁護士との連携を図り処理します。 

２）法律相談日の開催 毎月１回、４地区の公民館で順次に弁護士による相談日を開催し

ます。 

 ⑩ 苦情処理の対応 

    福祉事業に対する苦情、要望などを受け付け対応するために、苦情解決責任者、苦情

受付担当者及び委員（５名）を設置し、早急な苦情解決を図ります。また客観的な立場

で解決を図るために第三者委員（３名）を配置します。 

⑪ 権利擁護事業 

１）判断力の不十分な方に対し、福島県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業

（あんしんサポート）の利用を推進します。 

２）町長申し立てにより被後見人･被保佐人･被補助人の審判を受けた町民のうち、後見人･

保佐人･補助人となり得る親族等がいない町民に対し、本会が法人後見人として後見業

務を行います。 

４ 災害対策事業 

①  災害発生時の対応 

災害が発生したときは、日本赤十字社桑折町分区及び関係機関と連携して対応していく

とともに、町と協議して必要に応じ災害ボランティアセンターを設置して行きます。町の

要請により、福祉避難所がやすらぎ園に設置された場合は、社協職員と健康福祉課職員で

速やかに対応し、長期にわたる場合は、赤十字奉仕団、ボランティア等の協力を得ながら

対応を図っていきます。 

５ 地域包括支援センターの運営 

町から運営を受託し、高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう

にするとともに、町の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の取り組みを推進し



ます。また、地域ネットワーク会議、個別ケア会議を開催し、介護事業所や各機関との情

報交換や勉強会、地域課題の抽出を行います。 

地域包括ケアシステムの推進に向け、ネットワークの構築と住民支え合いの体制づくり

を進めます。また、地域の住民助け合いの輪を広げるため、町と連携して協議体(せっかく

どうも会)に積極的に参加していきます。 

① 総合相談支援業務の実施 

１）高齢者の不安・介護・健康・生活・福祉に関する相談を受け付けます。 

２）介護保険や介護サービス利用についての説明や要介護認定申請を代行します。 

② 介護予防事業の実施 

１）チェックリストを実施し、該当する方及び要支援認定を受けている方に対し介護予防

サービス計画作成・介護予防ケアマネジメントを支援します。 

２）介護予防計画の原案を作成します。 

３）町の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の推進に協力し、地域の多様な主

体を利用して高齢者を支援します。 

４）介護予防いきいき百歳体操を推進します。 

５）出前講座（サロン等）を実施します。 

③ 認知症に対応する事業 

１）個別相談を実施します。 

２）認知症カフェの運営を図ります。 

３）認知症サポーター養成講座を実施します。 

４）その他、認知症に関する事業を実施します。 

④ 虐待の防止及び早期発見、その他権利擁護のために必要な事業の実施 

１）民生委員、人権擁護委員等との情報共有と連携を図り、家庭内虐待や介護放棄の防止

と人権の保護に努めます。 

２）日常生活自立支援事業（あんしんサポート）、後見人制度等の周知啓発活動を推進します。 

３）関係機関と連携を図りながら消費者被害の相談、被害予防の啓発にあたります。 

⑤ 家族介護者交流事業（町受託事業） 

   家族介護者相互の交流を通し、心身ともにリフレッシュ化を図ります。 

６ 介護保険事業 

一 経営基盤の安定化を図るため、各事業において利用率の向上と業務の効率化に努めます。 

二 利用者の人権を尊重し、満足度の高い介護サービスの提供に努めます。 

三 職員の資質と介護レベルの向上を図り、利用者の介護の充実に努めます。 

四 利用者及び各種加算等の増を図り、介護保険事業の経営改善に努めていくとともに、人

材確保のため職員の処遇の改善を図っていきます。 

五 新型コロナウイルス等の感染症予防対策を実施し、職員・利用者とも感染しないよう努

めます。 

 ① 居宅介護サービスの提供 

１）訪問介護（ホームヘルプサービス） 

入浴をはじめとする身体の保清、排泄、食事の介助その他生活全般にわたる援助を

行います。なお、介護保険対象外のサービスとして外出の時の付き添い、見守り、生

活援助（炊事、掃除、買い物）等の自費サービスの提供を実施していきます。 



２）通所介護（デイサービス） 

２ヵ所（やすらぎ園、大かや園）の指定通所介護事業所を利用者の状況に応じて、

入浴・排泄・食事等の介助、レクリエーションを通しての機能回復を図り、土曜日、

祝祭日を含めた週６日対応で行います。また、やすらぎ園、大かや園デイサービス共

に、個別機能訓練を実施することによる身体機能の回復・生活全般にわたる援助を進

めております。大かや園デイサービスセンターについては、地域密着型のため地域と

の連携を図っていくよう年２回運営推進会議を開催していきます。 

また、やすらぎデイサテライト「もんも」にて実施してきた、リハビリ特化型・半

日デイサービスは、昨年４月１日から保健福祉センター「やすらぎ園」健康福祉課事

務所跡にて「やすらぎデイもんも」としてリニューアルオープンし、介護予防とパワ

ーリハビリをセットにした新しい町民ニーズに対応したサービスを提供しております。

利用者に大変好評をいただき、待機者が出ている状況で、今後、益々高齢化が進むこ

とから、介護予防と利用者の便宜を図る必要があることから、月曜日から土曜日まで

の６日間、営業を実施していきます。 

② 居宅介護の支援（ケアプランの作成） 

ア）高齢者の実態を把握し、適切な情報を提供して居宅サービス計画の原案を作成しま

す。 

イ）病院、地域包括支援センター、サービス事業所等との情報の共有を図り、より良い

サービスの提供に向け連携を密にしていきます。 

ウ）必要に応じ、地域包括支援センターから委託を受けて、利用者の自立を支援する介

護予防計画の原案を作成します。 

エ）災害公営住宅・復興住宅に入居している方の高齢化に伴う、要介護者のケアプラン

の作成に関わっていきます。                                                

 ③ 居宅介護予防サービスの提供 

   町が実施する要支援者の方と事業対象者への介護予防・日常生活支援総合事業（総合

事業）の提供に協力していきます。 

１）介護予防・日常生活支援総合事業 

要支援と認定された方と事業対象者に対して、町の指定を受け本人が自力で家事等

を行うことが困難な場合で、かつ家族の支援や他の福祉施設等のサービスが利用でき

ない場合にサービスを提供します。なお、介護保険外のサービスとして外出時の付き

添い、見守り、生活援助（炊事、掃除、買い物）等の自費サービスを提供します。 

２）地域支え合い事業 

生活援助サービスが介護保険での利用が制限されていく中で、住民同士の支え合い

事業（ゴミ出し、清掃、買物、調理、洗濯等）の立ち上げが、求められてきておりま

す。町は福祉団体、町内会、民生委員、老人クラブ、女性団体等を対象として、地域

で支え合う仕組みづくり勉強会や生活支援体制整備事業に向けた協議体を設立し、地

域支え合い推進員を中心に「せっかくどうも会」を開催することとし、地区および町

内会等を単位とした助け合いを進めていく方針です。町民と一緒に社協職員も参加し、

地域助け合いの輪が広がるよう活動をしております。 

昨年度より社会福祉協議会としては、町と協力して有償助け合いサービスセンター

設置及び事業実施要綱に基づき、町全体としての有償助け合いサービス事業の推進を

図っています。 



３）介護予防・日常生活支援総合事業 

２ヵ所（やすらぎ園、大かや園）の指定通所介護事業所において、要支援者の方と

事業対象者に対し町の指定を受け介護給付の利用者と同様に予防給付の対象者の状況

に応じて、土曜日、祝祭日を含めた週６日対応で行います。また、個別機能訓練の対

応も進めております。 

大かや園デイサービスセンターについては、地域密着型のため、地域との連携を図

っていくよう年２回運営推進会議を開催していきます。 

また、やすらぎデイサテライト「もんも」にて実施してきた、リハビリ特化型・半

日デイサービスは、昨年４月１日から保健福祉センター「やすらぎ園」健康福祉課事

務所跡にて「やすらぎデイもんも」としてリニューアルオープンし、介護予防とパワ

ーリハビリをセットにした新しい町民ニーズに対応したサービスを提供しております。

利用者に大変好評をいただき、待機者が出ている状況で、今後、益々高齢化が進むこ

とから、介護予防と利用者の便宜を図る必要があることから、月曜日から土曜日まで

の６日間、営業を実施しております。 

４）総合事業（通所型サービスＡ・緩和した基準によるサービス） 

   町から委託を受け大かや園で実施しておりました「通所型サービスＡほほえみ」は、

町内の介護サービス事業所等の利用者受け入れが充実してきたため、令和４年度から

「大かや園デイサービス」等のサービスに移行します。 

   ④ より良いサービスを提供するための改善事業 

１）町内社会福祉法人や各介護施設・事業所との連携による地域福祉介護の充実を図る定

期的な代表者連絡会議を開催し、社会福祉法人としての社会貢献事業及び町の介護福祉

の向上のための協議を進めていきます。 

２）利用者の意見・要望聴取のためのアンケート調査を実施します。 

３）利用者に喜んでもらえるよう、誕生月に花等のプレゼントを実施します。 

７ 障害福祉サービス事業 

  障害者総合支援法に基づき、介護の必要な障がい者等（身体障がい者・知的障がい者・

精神障がい者・難病等対象者）に対し居宅介護（ホームヘルプサービス）を提供します。 

８ 社会福祉協議会の自主財源確保による地域福祉事業の推進と社会貢献事業 

  全国的に社会福祉協議会の介護事業が、報酬切り下げ等により厳しい経営が続いていま

す。そのため、社会福祉協議会の新たなサービス事業の展開し、自主財源の確保に努め、

住民に寄り添った地域福祉活動を進めます。 

  特定財源のご遺志基金を活用して、介護予防マシンの導入した「もんも」において、介

護保険事業リハビリ特化型・半日デイサービスとして運営していくことにより、町民の介

護予防を図り健康寿命の延伸に努めております。 

  毎週日曜日は、「元気シニアクラブ」として、おおむね５５歳以上の桑折町民の交流の場

とし、健康維持増進等のため予約制にて開放しております。なお、「元気シニアクラブ」事

業の日曜日の開放日については、社協職員等の有償助け合いサービス(有償ボランティア)

としての協力により管理運営を行っており、社会福祉協議会の地域貢献事業と位置づけし

ております。利用している皆様より利用ごとに、町の共同募金にご協力いただき、県共同

募金委員会に送金し、募金の中から多くの配分を受け、町民の福祉向上のための事業に役

立てております。 



  また、「子ども食堂」の設置・運営については、令和元年７月より（月１回）社会福祉協

議会が主体となり、町内社会福祉法人（５法人）により、人員・運営費の負担をいただき

社会福祉法人の社会貢献事業として実施しております。その他町食生活改善推進員、赤十

字奉仕団、民生委員協議会、一般ボランティアの皆様よりの協力や農家の方からの米や野

菜の寄付と一般町民の方により寄付により、成り立っております。子ども食堂利用者には、

「元気シニアクラブ」同様に町の共同募金にご協力いただき、募金の中から配分を受け町

民の福祉向上のための事業に役立てております。 

９ 地域福祉活動計画 

桑折町が令和２年３月に策定した「桑折町地域福祉計画」の策定を受け、昨年１２月に

「桑折町地域福祉活動計画」を策定しました。この計画は「桑折町地域福祉計画」の計画

期間に合わせ、令和４年度から令和６年度までの３か年の計画で、地域住民やボランティ

ア団体等と協力しながら、具体的な地域福祉活動を推進するための活動行動計画として、

町の地域福推進のため各事業を進めていきます。 

10 社会福祉充実計画 

毎年度決算において、社会福祉充実残額が発生した場合の使途については、社会福祉事

業として職員給与等の待遇改善、一時金の支給及び新規事業開設に伴う人材の雇用並びに

施設・設備の整備に充当する方針ですが、社会福祉事業の用に供している土地・建物を所

有していない当社協においては、社会福祉充実残額は生じておらず、従いまして現時点で

社会福祉充実計画は策定しておりません。 

 


